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阿久比町土地開発行為に関する指導要綱 
 

 （目的） 
第１条 この要綱は、従前の土地の区画を変更する土地の区画変更、土地の盛

土切土等を行う土地の形状の変更及び土地の利用形態上の性質を変更する土

地の形質の変更（以下「開発行為」という。）を行う者（以下「事業者」とい

う。）に対して適正な指導を行い、これにより発生する災害を防止し、公共公

益施設の整備を図り、町土の秩序ある利用と保全を図ることを目的とする。 
 （適用範囲） 
第２条 この要綱は、阿久比町において行われる次の各号のいずれかに該当す

る開発行為について適用する。 
⑴ 開発行為の面積が１，０００平方メートル以上のもの 
⑵ 前号に規定するもののほか、町長が必要と認めたもの 

２ 前項の規定は、同一の事業者（系列法人等を含む。）が一団の土地を形成す

ると認められる区域で３か年以内に分割して開発行為を行い、その合計が前

項第１号に規定する規模に達することとなる場合においても適用する。 
 （事前協議） 
第３条  前条に規定する開発行為を実施しようとする事業者は、監督官公庁に

許可の申請又は届出をする以前に、土地開発行為（変更）協議書（様式第１号。

以下「協議書」という。）に計画概要書（様式第１号の２）、開発行為同意書（様

式第１号の３）及び必要な書類を添えて町長に提出するものとする。 
２ 町長は、協議の結果について、協議結果通知書（様式第２号）により事業者

に通知するものとする。 
３ 事業者は、協議結果通知後、その計画を変更する場合も第１項の規定を適

用する。 
４ 事業者は、事業の計画を中止する場合は、土地開発行為廃止届（様式第 3 号）

を町長に提出するものとする。 
 （審査） 
第４条  協議書を提出した事業のうち次の各号のいずれかに該当する事業につ

いては、阿久比町土地対策会議（以下「対策会議」という。）において審査す

るものとする。 
⑴ 開発行為の面積が１０，０００平方メートル以上のもの 
⑵ 前号に規定するもののほか、町長が必要と認めたもの 

２ 対策会議の組織及び運営等については、町長が別に定める。 
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 （近隣住民等への周知） 
第５条 事業者が第２条に規定する開発行為を計画したときは、次に掲げる事

項について地元区長（自治会長を含む。以下同じ。）及び近隣住民等に説明し、

地元区長又は近隣住民等の要望がある場合など必要に応じて説明会を開催す

るものとする。 
⑴ 事業の概要、工法等 
⑵ 工事公害等 
⑶ その他近隣住民等が、当該事業により影響を受けることが予想される事 
 項 

２ 前項の近隣住民等とは、開発行為の区域の境界線からの水平距離が１５メ

ートル以内の範囲において住所を有する者、土地を所有する者又は建築物の

全部若しくは一部を所有する者とする。 
３ 事業者は、第１項の規定による説明を実施したときは、その内容を近隣住

民等説明状況報告書（様式第４号）に、説明会を開催したときは、近隣住民等

説明会報告書（様式第４号の２）に記入し、協議書に添付するものとする。 
（文化財等の保護） 

第６条 事業者は、文化財及び自然環境の保全のため最大の努力を払うととも

に、歴史的文化遺産の存する地区周辺において開発行為を行う場合は、事前

に阿久比町教育委員会と協議し、その指示に従うものとする。 
２ 事業者は、事業施行により埋蔵文化財等を発見したときは、直ちに作業を

中断し、阿久比町教育委員会に届け出るものとし、その後の処置については

前項の規定によるものとする。 
 （公共施設の施行） 
第７条  事業者は、事業施行区域及び区域外において、町長が必要と認める道

路、河川、水路等公共施設の改良整備に要する費用は、全額事業者の負担によ

り施行するものとする。 
 （ため池） 
第８条 事業者は、事業計画上ため池の埋め立てを必要とするときは、事前に

町長に申し出て指示を得たうえ、水利権者及び管理者と協議し、その同意書

の写しを町長に提出するものとする。 
２ 事業者は、事業施行区域内あるいはその下流にため池が所在する場合は、

汚水等が流入しないように努めるものとする。 
 （土壌汚染及び災害発生の防止） 
第９条 事業者は、阿久比町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発
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生の防止に関する条例の規定に基づき、必要な手続きを行うものとする。 
 （完了報告及び施工検査） 
第１０条 事業者は、工事が完了した場合には、工事完了届（様式第５号）を速

やかに町長に提出するものとする。 
２ 事業者は、この要綱に定めるところにより公共施設を整備したときは町長

の検査を受けるものとする。 
３ 町長は、工事中においても必要に応じて随時立入検査をすることができる。 
 （公共施設の移管） 
第１１条 当該事業により整備された公共施設は、原則として関係法令検査合

格通知の翌日において町に引き継ぐものとする。 
２ 前項の規定により、町に移管された施設が 1 年以内に施工方法等の瑕疵に

よりその利用に支障をきたすこととなったときは、事業者の責任において補

修するものとする。 
 （被害の補償） 
第１２条 事業者は、事業の施行によって生じた被害については、その補償の

責を負うものとする。 
 （その他） 
第１３条 この要綱によりがたいもの又は定めのない事項は、その都度町長が

定めるものとする。 
   附 則 
１ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 
２ 阿久比町土地開発行為に関する指導要綱（平成９年７月１日施行。以下「旧

要綱」という。）は、廃止する。 
３ この要綱の施行前に旧要綱の規定により協議された開発行為は、この要綱

の規定により協議された開発行為とみなす。この場合において必要と認める

ときは、町長は、事業者に対して、この要綱の規定により追加で書類の提出を

求めることができる。 
附 則 

 （施行期日） 
１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ この要綱の改正前の様式を用いて書類を作成する場合当該書類への押印を

不要とする。ただし、改正後も押印欄がある様式を用いる場合はこの限りで

ない。 
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附 則 
 （施行期日） 
１ この要綱は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 
２ 改正後の阿久比町土地開発行為に関する指導要綱は、施行日以後に協議を

申し出る開発行為から適用する。 
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様式第１号（第３条関係）  

 

土地開発行為（変更）協議書  
 

                         年   月   日  
 阿 久 比 町 長  殿 

             
            事業者  住  所  
                氏  名                                     

                電  話     －     －  
          
 阿久比町土地開発行為に関する指導要綱第 3 条第 1 項の規定に基づき、

次のとおり協議を申し出ます。  

 

開発行為の名称   

開発行為の目的   

開発区域の位置  阿久比町  

開発区域の面積  ㎡  （      ㎡）  

開
発
区
域
の
諸
条
件 

土地利用規制   

地

目  

区 分  宅 地  田・畑  山 林 ・ 原 野  その他  計  

面積 ㎡       
比率 ％      100 

その他の事項  
 

開発区域の  
周辺状況  

 

計画概要  別紙のとおり  

そ の 他 参 考 と な る

べき事項  

 

※事業者が土地所有者でない場合は、土地所有者の同意書を添付すること。  

（表面） 
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１ 「開発区域の面積」の欄には、実測面積（図上求積等）及びかっこ

書で土地登記簿に登記された地籍を記載すること。  
２ 「土地利用規制」の欄には、都市計画法、農業振興地域の整備に関

する法律、森林法、砂防法等法令の規定に基づく地域、地区の区分を

知り得る範囲で記載すること。  
３ 「その他の事項」の欄には、土地改良事業、国有財産、公有財産等

の有無について記載すること。  
４ 「計画概要」には、土地利用計画、公共施設又は公益的施設計画、

排水計画、給水計画、防災計画、公害防止計画、資金計画、工事施行

者・工事責任者、土地選定理由等の計画概要を記載すること。  
５ 「その他参考となるべき事項」の欄には、協議結果の通知を受けた

事業計画の変更をして協議を行おうとするものである旨等参考とな

るべき事項を記載すること。  
６ 協議書の提出部数は、正本１  部、副本１  部とする。  
７ 協議書には、次の書類を添付すること。  

(1 )    計画概要書（様式第１号の２）  
(2 )    開発行為同意書（様式第１号の３）  
(3 )   事業区域位置図  
(4 )   公図の写し  
(5 )   土地所有者一覧表  
(6 )   事業実施工程表  
(7 )   土地利用現況図  
(8 )   公共施設新旧対照図 ※  
(9 )   土地利用計画平面図（配置図）  
(10)   造成計画平面図、断面図  
(11)   道路計画平面図、道路標準断面図 ※  
(12)   排水計画図  
(13)   雨水排水流域図 ※  
(14)   流量計算書 ※  
(15)   給水計画平面図 ※  
(16)   近隣住民等説明状況報告書（様式第４号）・近隣住民等説明会  
   報告書（様式第４号の２）  
(17)   その他町長が必要と定める図書  

なお、※印の書類については、第４条に規定する審査を伴わない

場合、添付を省略することができる。 

備考  
（裏面） 
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様式第１号の２（第３条関係） 

計画概要書  
設 計 者 ( 連 絡 先 )  

の 住 所 及 び 氏 名  

担当者  

電  話  

工 事 施 行 者 ( 連 絡 先 )  

の 住 所 及 び 氏 名  

担当者  

電  話  

区 域 区 分  用  途  地  域  着手予定年月日  完了予定年月日  

市 街 化 区 域  

市 街 化 調 整 区 域  

 

地域  
年   月   日    年   月   日  

土

地

利

用

計

画  

区  分  宅  地  
公共の用に供する空地  

その他  計  
道  路  水  路  調 整 池  その他  

面積  ㎡         
比率  ％        100 

造

成

計

画  

搬入場所・

事業等名称  

場所  

名称  
搬 入 土 の 種 類   
搬入土量             ㎥  

搬出場所・

事業等名称  

場所  

名称  
搬 出 土 の 種 類   
搬出土量             ㎥  
運搬計画  1 台あたり     ㎥    

延べ台数      台（ 1 日最大稼働数    台）  

公

共

施

設

等

の

整

備

計

画  

道   路  

名称      W      m 

      L       m 

名称      W      m 

      L       m 

名称      W      m 

      L       m 

名称      W      m 

      L       m 

水   路   

給   水  有り・無し  ／  既設給水管φ   mm ／  給水可否  可・否  

汚 水 処 理  単独   ・   合併   ・   下水道   ・   無し  

そ  の  他  

参考事項  
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様式第１号の３（第３条関係）  
 

開発行為同意書  
  年   月   日  

 
阿久比町長 殿  
 

土地所有者 住  所  
氏 名             
連絡先  

 
事業者（     ）が、私の所有する下記の土地を（     ）

することについて異議がないので同意します。  
 なお、事業の施行によって生じた被害については、事業者とともに連

帯して指導要綱第１２条に規定する補償の責を負います。  
 

記  
 
１ 開発目的  
 
２ 開発区域  

所在・地番  地 目  面 積  
   
   
   
   

 
３ 事業者  
   住  所  
   氏  名          

（名称及び代表者氏名）  
   連絡先  
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様式第２号（第３条関係）  
 

協 議 結 果 通 知 書 
 

第   号  
  年   月   日  

 
          殿  
 

阿久比町長  
 
 

  年   月   日付けで協議のありました下記の事業につい

ては、別紙意見書のとおり通知します。  
 

記  
 
１ 開発行為の目的  
 
２ 開発区域の位置  阿久比町  
 
３ 開発区域の面積          ㎡   （        ㎡） 
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様式第３号（第３条関係）  

 

土 地 開 発 行 為 廃 止 届 
 

                         年   月   日  
 

阿 久 比 町 長  殿 
 

事業者 住  所  
               氏  名              
               電  話     －    －    

 
阿久比町土地開発行為に関する指導要綱第 3 条第 4 項の規定に基づき、

次のとおり届け出ます。  

開発行為の目的   

開発区域の位置  
阿久比町  

協議申出年月日      年   月   日  

廃 止 年 月 日     年   月   日  

廃 止 の 理 由 

 

廃止時の土地の状況  
と廃止に伴う今後の  
処置  
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様式第４号（第５条関係）  
近  隣  住  民  等  説  明  状  況  報  告  書  

阿久比町 殿                年   月   日  
 
         説明責任者  住所  
 

                 氏名           
  
 阿久比町土地開発行為に関する指導要綱第５条第１項の規定により、

近隣住民等へ次のとおり説明しましたので、報告します。  
 
地元区長等  説明日時 月  日   時   分～  

住  所   

氏  名   

質疑・要望事項等  
 
 
 
 
 
近隣地主等  説明日時 月  日   時   分～  

住  所   

氏  名   

近隣所在地  
阿久比町  
 

質疑・要望事項等  
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様式第４号の２（第５条関係）  
 

近隣住民等説明会報告書  
 
阿  久  比  町  長 殿  
                       年   月   日  
      説明責任者 住所  
            氏名              
 

阿久比町土地開発行為に関する指導要綱第５条第１項の規定により、

近隣住民等へ次のとおり説明会を開催しましたので、報告します。  

 

開催日時    月   日    時   分  ～   時   分  

場  所   出席者     名  

説明内容、方法  
事業の概要、工法等  

 
工事公害等  

その他  

 

 

出席者 住所・氏名 質疑・要望等、回答内容  

 
住      所  

質疑・要望等  回答内容  
氏      名  

１ 

阿久比町 

 
 
 

 
 

 

2 

阿久比町 

 
 
 

 
 

 

3 

阿久比町 
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様式第５号（第１０条関係）  
 

工  事  完  了  届  
 

  年   月   日  
阿 久 比 町 長  殿 

 
事業者 住  所  

氏 名            
               電  話    －    －     
 
 阿久比町土地開発行為に関する指導要綱第１０条第１項の規定に

基づき、次のとおり届け出ます。  
協議結果通知書日付・  

文書番号  
年  月   日付け 第    号  

開発行為の名称   

開発区域の位置   

開発区域の面積   

工事着工年月日  年  月   日  

工事完了年月日  年  月   日  

工
事
施
行

者 

住     所  
 

氏     名  
（名称及び代表者氏名）  

 

現 況  写  真  別添のとおり  

その他参考となるべき事項   

 


